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社会福祉士がおこなう任意代理契約についての当会の対応について 

 

 
昨今、成年後見制度の運用については様々な不祥事が報告されており、専門職後見人も

その例外ではありません。特に任意後見制度関連では、任意代理契約及び任意後見契約に

多く見られています。報告されている多くの問題は、任意代理契約の曖昧さ、任意後見契

約の曖昧さにあります。これらは任意代理契約自体が公正証書でなくても契約を締結する

ことが可能なことや、任意後見契約については、本人の判断能力を適確に判断していない

ことから、知らず知らずのうちに本人の権利を侵害している場合があり、慎重な対応を要

するものです。 

このことから、当会では具体的な取り扱いとして、会員がおこなう任意代理契約につい

ては、不適切な対応とならないよう任意後見契約や法定後見制度への移行を促しています。

任意後見契約を締結する場合には、本人の判断能力や契約内容等について、事前に権利擁

護センターぱあとなあ北海道に報告することで、契約当事者（本人及び受任する当会会員）

とぱあとなあ北海道がその内容を共有し、本人の権利擁護のために、安心感を提供できる

ようにしています。 

関係機関の皆様におかれましては、当会会員がおこなう任意代理契約の対応についてご

不明な点がありましたら下記連絡先までご連絡、ご相談をいただけますようよろしくお願

いします。 

 

 

 

 

                      連絡先 

                      公益社団法人北海道社会福祉士会 

                      権利擁護センターぱあとなあ北海道 

                      北海道札幌市中央区北２条西７丁目  

                      かでる２．７ ４階 

                      TEL （０１１）２１３－１３１３ 

                      FAX （０１１）２１３－１３１４ 

                      Mail info@hokkaido-csw.or.jp 


